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復興(震災・原発事故)関連事業 2024 年度：ＮＰＯ関連予算総括表 

省庁名 内閣府

単位：百万円 

2024 年度 

NPO 関連予算の特徴 

ＮＰＯ等の「絆力（きずなりょく）」を活かした復興・被災者支援事業について、引き続き実施していく。 

連

番 事業名 
新・継 

区分 
施策・事業概要 2024 年度予算額 

2023 年度予算額 

[うち 2024 年度

使用見込残額] 

補助率 

上限額 
実地主体 公募スケジュール 申請方法 

照会窓口 

(含むメールア

ドレス)

2023 年度

NPOへの実績 
備考 

1 ＮＰＯ等の「絆力

（きずなりょく）」

を活かした復興・

被災者支援事業

継続 復興・被災者支援を図っていくため、

NPO 等が被災者と被災者、被災者と

行政、被災者と支援者等を結びつけ

る「絆力（きずなりょく）」を活かし

て復興・被災者支援を行う取組※1

や、復興・被災者支援を行う NPO 等

の絆力を強化するための取組※2 に

対して支援を実施。 

※1 被災者の心のケア、健康・生活

支援に向けた取組、コミュニティ

形成支援等の復興に向けた取組、

原子力災害からの復興に向けた取

組、中間支援の取組

※2 復興・被災者支援を行う NPO 等

が支援者等と結びつくためのマッチ

ング・交流等（各県が実施）

101 106 3 分の

2 

左記※1 

NPO 法人、

自治会、

社会福祉

法人、協

議会等 

左記※2 

岩手県、

宮城県、

福島県

各県（岩手県、宮

城県、福島県）に

よって異なる

岩手県、宮城

県、福島県の

窓口に対して

申請

内閣府政策統

括官（経済社

会システム担

当）付参事官

（社会基盤担

当） 

03-6257-1514

絆力を活か

して復興・被

災者支援を

行う取組の

採択件数：28

件（３県合

計）

【頁 3】 

予算額合計(内数事業除く) ― ― 101 106 ― ― ― ― ― ― ― 

2024 年度使用見込残額合計 ― [ ] 

2024 年度実質予算額合計 101 ― 

≪記載要領≫ [2024 年度 NPO 関連予算の特徴欄]には、2023 年度と比べた 2024 年度 NPO 関連予算全体の特徴等を記載して下さい。

[対象事案] NPO に資する事業(NPO が手挙げ（参入）出来る事業及び NPO のための研修等の事業)とします。これに該当する事業は全て記載し、該当しない事業は記載しない

で下さい。なお、2023 年度で“終了”し 2024 年度は実施しない事業でも、前年度と対比するために、漏れなく記載して下さい。期の途中で新たに予算化された事

業も記載して下さい。 
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[新･継区分欄] 当該事業の区分(“新規”、“継続”、“名称変更”、“統廃合”、“終了”のいずれか一つ)を必ず記載して下さい。なお、“名称変更”、“統廃合”の場合は、旧事業や

廃止した事業も同じ行に記載し(予算額は合算)、2023 年度のどの事業(名称)であったか等を備考欄に付記して下さい。 

[予算額欄]  2024 年度予算額欄には直近の政府案、2023 年度予算額欄には補正予算を含んだ額を記載して下さい。 うち補正予算等で 2024 年度使用できる見込残額がある場

合は、下段に[ ]括弧で囲みその予算額も表記して下さい。予算計上された年度をベースに記載して下さい。なお、NPO が手挙げ(参入)出来るのは、その予算額全

額に対してではなく一部であり、額が事業毎にどうしても区分できない場合は、( )括弧で囲み(○○の内数)と表記して下さい。 

[最後の合計欄]2024 年度予算額欄と 2023 年度予算額欄の縦罫を合計した予算額合計を記載して下さい。ただし、内数事業(2023・2022 年度のいずれかが内数事業を含む)の場合

は、合計するときのみ 2024・2023 年度ともその額を除いて下さい。なお、2024 年度実質予算額合計欄には、2024 年度予算額合計＋うち 2024 年度使用見込残額合

計の合計を記載して下さい。 
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○ＮＰＯ等による絆力を活かした復興・被災者支援の取組
や復興・被災者支援を行うＮＰＯ等の絆力を強化するた
めの取組（①～⑤）に対して支援を実施します。
①被災者等の見守りやカウンセリングといった被災者の
心のケア、健康・生活支援に向けた取組
②被災者間や被災者と行政・支援者等との連携・交流、
被災地域における自立に向けた意見交換、協働等の場
づくりといったコミュニティ形成等の復興に向けた
取組

③原子力災害により避難した方々の避難先での交流、風
評被害対策といった原子力災害からの復興に向けた取
組

④復興・被災者支援を行うＮＰＯ等の取組をノウハウや
情報の提供等によりサポートする中間支援の取組

⑤復興・被災者支援を行うＮＰＯ等が支援者（民間企
業、専門家等）や他団体等と結びつくためのマッチン
グ・交流、審査委員会等の実施（県が実施）

○東日本大震災の被災地等では、復興・創生期間の終盤に再
建された地域のコミュニティ形成や高齢者等の心のケア等
の取組について引き続き対応が必要であり、地域や復興段
階等により変化する被災者のニーズに対応した復興・被災
者支援を図ることが重要な課題となっています。

○このような状況の中、被災者、行政、支援者等との「絆」
を活かした共助の活動により、行政の手の行き届かない
様々な復興・被災者支援に大きな役割を担ってきたＮＰＯ
等の活動への期待は引き続き大きく、これらのＮＰＯ等に
対する支援について被災３県からも強い要望があります。

○上記を踏まえ、被災地等の新たな地域社会の絆（地域コ
ミュニティ）の形成や被災者の心のケア等の課題に対応す
るため、ＮＰＯ等が被災者と被災者、被災者と行政、被災
者と支援者等を結びつける「絆力（きずなりょく）」を活
かして行う復興・被災者支援の取組を推進します。

ＮＰＯ等の「絆力（きずなりょく）」を活かした復興・被災者支援事業
（内閣府政策統括官（経済社会システム担当）付参事官（社会基盤担当））

令和６年度概算決定額 １．０億円【復興特会】
（令和５年度当初予算額 １．１億円）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

○行政では手の回らない多様化する復興に必要な取組や被災者
のニーズに対して、ＮＰＯ等による、現場の視点に基づいた
きめ細かい支援が継続して実施されます。

国

３県に配分
岩手県

宮城県

福島県

ＮＰＯ等

助成

応募

※3県それぞれに審査会を設置
し、 ＮＰＯ等の事業計画の審
査等を実施

助成

応募

助成

応募
認定ＮＰＯ法人の取得や民間資金
の調達に必要な知識やノウハウ
の習得等を目的とした講習会や個
別指導等、ＮＰＯ等の基礎的能力
の向上に資する取組への支援

3県における復興への取組や
被災者支援（3県から他県に避難
されている方々への支援を含む）
のための実践的な活動のうち、
ＮＰＯ等の人材育成やネットワーク
の形成等に資する取組への支援

期待される効果

資金の流れ

交付率：2/3以内、
NPO等の事業者負担：
1/10以上（①～④）
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